
大野第２区運営組織

区長

副区長 執行委員会 会計 監査

　総務部会 ※副区長が兼務

組長 　福祉部会

　体育部会

　青少年育成部会

　自主防災部会

※各部会は副区長で構成する

集会所運営組織

「集会所管理者」 「運営委員会」

区長 地区の副区長と地区の

諸団体関係者で構成

　※二区（深江）集会所、対厳山集会所、更地集会所、中山集会所　計4か所

　※集会所管理者は市の指名により、区長が就任する

　※運営委員長（正・副）は副区長が兼任することができる

　※監査は二区の監査役が兼ねる

　※運営費は使用料収入と二区助成及び市の助成金

地域の関係団体

区及び地域が助成を行っている団体

　・深江万年青会連合会

　・さくら会　（女性会）

　・子供会 A/C子供会（深江、宮島口西）、G子供会（対厳山）

　・体育部会 （体育推進委員及びスポーツ推進委員からなる二区補助団体）

　・自主防災　 （自主防災委員を各地区に1名選出し構成する二区補助団体）

市町村等の団体

　・消防団　 消防団員　 非常勤特別職の地方公務員

　・民生委員協議会　　民生・児童委員 厚生労働大臣が委嘱

その他

　集会所において多々のサークルが活動しており、区の敬老会、区民まつり、新春懇談会

　等に協力を得ている
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